
議案第５ ８号

ぬの施設の指定管ミ者の指定期間の変‾覧について（ｔ人福祉セン

ター仁え荘）

地方 自治缶（ 昭５Ｆ口 ２２ 年法律第 ６７ 号） 第２ ４４ 条の ２第 ３項に規定す る指

定管理者の指定期戛を変更する こと について、回条第 ６項の規定に より 、議会

の議決を求める。

令和 ６年 ５Ｊｊ３　１日 提出

記

南あわじ市長　守　 本　を　觚

１ 指定管‾ミに管ミを行わせている悵の施鼈の佑旃

南あわじ市ｔ人福祉セ ンタ ー仁尾荘

２　 指定管ミ考である団体

所在逖　　南あわじ市福良丙 ９８ 番地１

名　 称　　 福良仁尾自治会

会長

３　 指定の期間

【ｔ更前】

【■ １： 後】

平成 ２７ 年４ １１ 日から令和７ 年３ ｊ≡Ｘ３ １日

平成 ２７ 年４ ｊｊ １日 から令和 ６年 ６１ ３０日


